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野田市長  鈴 木   有 



野田市条例第３７号 

 

野田市立あすなろ職業指導所の設置及び管理に関する条例及び野田

市心身障がい者福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例 

 

 （野田市立あすなろ職業指導所の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 野田市立あすなろ職業指導所の設置及び管理に関する条例（昭和４９

年野田市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２号中「第５条第１４項」を「第５条第１５項」に改める。 

 （野田市心身障がい者福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 野田市心身障がい者福祉作業所の設置及び管理に関する条例（平成２

９年野田市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２号中「第５条第１４項」を「第５条第１５項」に改める。 

 附 則 

 この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 


